
報告第２１号 

 

 

東広島市スポーツ振興奨励金の拡充について 

 

１ 目的・概要 

  全国的又は国際的な規模で開催されるスポーツの競技会に出場、又は開催するもの

に対し交付する奨励金及び助成金を拡充し、競技水準の向上を図るとともに、市域に

おけるスポーツ活動のより一層の活性化を目的に改正したものです。 

 

２ 主な改正点 

  団体への奨励金交付額の拡充 

これまで出場団体の構成人数に関わらず、全国大会であれば一律５万円、国際大 

会であれば一律１０万円を交付していた。そのため、構成人数が多い競技種目ほど 

１人当たりの交付額が減少するなどの不均衡が生じていたことから、競技種目の特 

性等を考慮した上で見直しを図ったもので、詳細は別表のとおりです。 

    ※（   ）内は、平成２８年度までの交付額です。 

 

３ 施行日 

  平成２９年４月１日 

 

別表 

区分 項目 金額 

全

国

大

会

 

個人 １０,０００円（１０,０００円） 

団

 

体

 

５人まで ５０,０００円（５０,０００円） 

６人以上 

出場者に１人１０,０００円を乗じた額とし、上限

額１５０,０００円（５０,０００円） 

国

際

大

会

 

個人 ２０,０００円（２０,０００円） 

団

 

体

 

５人まで １００,０００円（１００,０００円） 

６人以上 

出場者に１人２０,０００円を乗じた額とし、上限

額３００,０００円（１００,０００円） 

※１ 全国大会が県内で開催される場合は、団体への奨励金上限額を１００,０００円 

（５０,０００円）とする。 

※２ 国際大会が国内で開催される場合は、団体への奨励金上限額を２００,０００円 

（１００,０００円）とする。 
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